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１．研究の背景と目的 

　我が国の高齢化の推移を高齢者比率でみると、

１９７０年に７.１％となり高齢化社会に入ったが、

その後僅か２５年後の１９９５年には１４.６％

となり、ついに我が国は高齢社会に突入した。今

後も高齢者人口はさらに増加し、２０２５年から

２０５０年にかけ高齢化はピークに達し、３人に

１人が高齢者という超高齢社会の到来が予想され

ている。これらの高齢化のスピードや今後到来す

る超高齢社会は世界に類をみないものである。こ

のようなことから、我が国では超高齢社会に向け

た環境整備が急務の課題となっている。その一つ

に住まいの課題がある。 

　本研究対象施設であるケアハウス注１）は軽費老

人ホームの一形態で、１９９０年に介護保険利用

型高齢者入所施設として登場した新しい高齢者入

所施設である。このケアハウスは高齢等のため独

立して生活するには不安がある者を対象に、必要

に応じ介護保険等を利用し自立した生活を送るた

めの施設である。しかし入所後、時間の経過と共

に加齢により身体機能が必然的に低下し、やむを

得ず住み慣れた施設を出て特別養護老人ホーム等

へリロケーションせざるを得ない者も出てくるの

が現実である。このリロケーションを避けるため、

施設によってはより重度な者への対応として「特

定施設入所者生活介護」注２）の認定（以下、「認

定」とする）を受け、特別養護老人ホーム等と同

等の介護サービスを提供する施設もみられる。こ

の「認定施設」は“終身介護付”とも言え、

ADL等の身体機能が低下しても、十分な介護を

受けながら住み慣れたケアハウスでの生活の継続

が可能となり、入所者にとって大変有意なものと

いえる。 

　このようなことから、本研究では「特定施設入

所者生活介護」の認定の有無が、ケアハウス入所 

 

 

にあたっての、あるいはケアハウス入所後におけ

る入所者の意識等に与える影響を把握することを

目的としている。 

 

２．研究方法 

　本研究での調査対象施設は、栃木県内所在の２

１施設（図１）の中で、①比較的初期に開設され

た施設であることと、②本研究目的は「特定施設

入所者生活介護」の認定の有無が入所者に与える

影響を分析することにあることから「認定」を含

めることの２点を条件に、表１に示す宇都宮市内

の３施設、野木町の１施設、栃木市の１施設の計

５施設とした。 
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表1 調査対象施設の概要及びアンケート回収率

図1 県内施設及び

調査対象施設位置図

0% 50% 1匹

図2 年齢構成

...... 
ロ,0-,7掌

nか 直

U印

n田 匹

U匹



　本研究における調査は２種類行った。一つは各

ケアハウス施設長に対する調査で、全入所者の年

齢、性別、介護保険認定状況等々の属性に関する

ものである。もう一つは入所者に対するアンケー

ト調査で、ケアハウスの名称やその内容をどの様

に知ったか、入所ケアハウスを探す際の選択理由

等に関するものである。 

　分析は「特定施設入所者生活介護」の「認定」

「未認定」別に集計し、認定の有無が入所者の意

識等に与える影響を分析するものである。 

　なお、入所者に対するアンケート調査では全施

設の入所者１５５名のうち、認知症でアンケート

回答が困難と判断される者及び入院等で調査時に

不在であった者は除いた。また、対象施設の概要

及び入所者に対するアンケート調査の回収率等に

ついては表１を参照。 

 

３．ケアハウス入所者の属性 

(1)入所者の年齢構成（図２） 

　５施設全体で入所者の年齢構成をみると、７５

歳以上が８６％と大半を占めている。７５歳以上

は後期高齢者と呼ばれ、身体等に問題を抱える高

齢者が増加する年齢層でもある。ちなみに、全入

所者の平均年齢は８１.８歳となっており、入所

者の高齢化が著しいことが分かる。 

　「認定」「未認定」別にみると、「認定」入所

者は後期高齢者の中でも８０歳以上が８割を占め、

より高齢化している状況がみられる。なお、未だ

「認定」は数も少なく、かつ近年設置されたもの

が多い。本研究調査対象の「認定」も平成１６年

開設で、開設後間もない入所者であることを考慮

すれば、「認定」入所者は入所時に既にかなり高

齢化している状況が窺われる。 

(2)入所直前の同居形態（図３） 

　入所直前の同居形態を５施設全体でみると、「単

身」が５１％と過半数を占め、入所前は一人暮ら

しだった高齢者が多いことが分かる。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、「単身」

（一人暮らし）だった者は「認定」で７０％、「未

認定」で２３％となっており、「認定」入所者に

おいては一人暮らしが非常に多いことが窺える。 

(3)入所直前の住所（図４） 

　入所直前の住所を５施設全体でみると、施設所

在「市内」からの入所が５８％、同「県内」から

の入所者を合わせると８８％となっている。残り

が県外からの入所者である。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、「市内」

からは「認定」で７３％、「未認定」で５１％と

なっている。このように「未認定」の方がより広

範な地域からの入所になっており、生活拠点移動

の問題が課題となっていると推察される。 

(4)入所者の介護保険認定レベル注３）の変化（図５，図６） 

　入所時の介護保険認定状況を５施設全体でみる

と、認定「無し」が５０％で、入所時は何の問題

もない者が半数を占めている。ちなみに、認定者

でみると「要介護１」レベルがピークとなってい

る。                          

　これを「認定」「未認定」別にみると、なんら

問題のない者は「認定」で１０％、「未認定」で

６９％となっており、「認定」入所者のほとんど

が入所時から何らかの問題を抱えている実態が窺

える。 

　現在の介護保険認定状況を５施設全体でみると、

認定「無し」が５０％から３７％に減少している。

これを「認定」「未認定」別にみると、なんら問

題のない者は「認定」で１０％から６％に、「未

認定」では６９％から５１％にいずれも減少して

いる。特に「認定」は開所から僅か１年半しか経

過していないにもかかわらず、入所者のADLは 
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着実に低下している実態がみえる。 

 

４．入所者の施設選択傾向 

(1)「ケアハウス」という名称の認知（図７） 

　ケアハウスの名称をどこから知ったのか、につ

いて５施設全体でみると、「家族」が突出して多

く４３％を占めている。以下、「友人・知人」、

「病院等の職員」、「市町村の職員」が続くが、

いずれも１０％台である。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、両者と

も「家族」からが４０～５０％を占め最も多いこ

とに変わりはないが、「認定」では「病院等の職

員」「市町村の職員」にかわり「在宅介護支援セ

ンターの職員」「ホームヘルパー」がベスト４に

入っている。このことは「認定」にはADL等に

問題のある者の入所が多いことが起因しているも

のと思われる。 

(2)ケアハウスの内容の認知（図８） 

  次にケアハウスがどのような施設であるか、そ

の内容をどこから知ったのかについて５施設全体

でみると、「家族」が突出して多く、以下「友人・

知人」「市町村の職員」「病院等の職員」が続い

ている。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、 

「認定」では「在宅介護支援センターの職員」

「ホームヘルパー」とともに「新聞・雑誌・テレ

ビ」から知った者も多いのが特徴である。 

(3)施設選択時における相談相手（図９） 

  ケアハウスを探すにあたって誰に相談したか、

を５施設全体でみると、「家族」が５４％と半数

以上を占め、以下「誰にも相談していない」「友

人・知人」が続いている。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、両者と

も「家族」が半数以上を占めることに変わりはな

いが、「認定」では「在宅介護支援センターの職

員」「ホームヘルパー」に、「未認定」では「友

人・知人」「市町村の職員」に相談する傾向がみ

られる。ただし、両者とも入所以前は一人暮らし

が多いこともあり「誰にも相談していない」者が

２割弱いることに留意する必要がある。 

(4)入所にあたっての施設見学状況（図10） 

  入所前に入所施設を見学したか否かを５施設全

体でみると、「見学した」と答えた者は７１％い

る。言い換えれば残りの３割の者は施設を見学も 
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せずに入居を決めたということである。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、「認定」

入所者でより顕著である。ちなみに現入所施設以

外の施設見学状況をみると、他のどの施設も見て

いない人が８割にも上り、ここでも特に「認定」

入所者でより顕著である。 

(5)入所施設選択理由（図11） 

  現入所施設の選択理由について５施設全体でみ

ると、地縁血縁的要素の「家族や親戚に近い」が

４２％とトップで、以下、生活環境的要素である

「周辺の自然環境がよい」、施設設備・職員的要

素の「建物や設備がよい」「施設の職員の感じが

よい」「手頃な家賃等だから」が続く。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、「未認

定」では「家族や親戚に近い」が約半数を占める

が、「認定」では「建物や設備がよい」がトップ

で「家族や親戚に近い」とほぼ並んでいる。この

様に地縁血縁的要素とともに「認定」では施設設

備・職員的要素を、「未認定」では生活環境要素

を重視する傾向がみられる。ただし、「認定」「未

認定」ともに、現入所施設の選択理由は「特にな

い」とする者が２割前後もいることは注目すべき

である。 

(6)今後における施設選択理由（図12） 

  今後、施設を選択する際、どの様な場所にある

施設を重視して選択していくかを５施設全体でみ

ると、「家族の近く」（５６％）と「生活に便利

なところ」（３７％）の２項目に集中する傾向が

みられる。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、「認定」

では地縁血縁的要素である「家族の近く」に集中

するが、「未認定」では「家族の近く」とともに

生活環境的要素である「生活に便利なところ」を

重視する者が多くなっている。 

 

５．入所者の将来意識 

　以下の入所者の意識を分析していくにあたり、

入所者の介護保険認定状況を振り返っておく。前

記「３．(4)」でも述べたように「認定」の入所

者の大半が介護保険の認定を受けており、身体的・

精神的に何らかの問題を抱えている人達である。

ちなみにそのレベルは「要介護１」「要介護２」

である。これに対し「未認定」では入所者の半数

は特に問題のない人達である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)自立した生活が困難になったときに対する意

　　識（図13） 

　将来、体が弱ったりして自立した生活ができな

くなった時のことを考えるか否かを５施設全体で

みると、「よく考える」が半数を超えている。「全

く考えたことがない」人はごく僅かで、程度の差

こそあれほとんどの入所者が考えている。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、介護保

険認定者の多い「認定」でよく考える人が多い。

また、要介護度レベル別にみると、全般的には要

介護度レベルが低くなるほどよく考える人が増加

する傾向がみられる。ただし、「未認定」では「要

介護３」の重度になるとこの傾向は一転し、よく

考える人が増加している。このことは体が不自由

になっても当該施設で介護を受けながら生活して
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いけるか否かという、施設の「認定」の有無が影

響していると考えられる。 

(2)生活拠点移動に対する意識（図14） 

  生活拠点移動（リロケーション）に対する意識

を５施設全体でみると、「移りたくない」「でき

れば移りたくない」と思っている人を合わせると

８割弱を占める。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、「認定」

の入所者の方が「移りたくない」と強く願う者が

多くなっている。要介護度レベル別にみると、明

確にはいえないが両施設とも要介護度レベルが上

がるにつれて「移りたくない」と思う者が増加す

る傾向がみられる。 

　また、入所者の施設への順応状況と生活拠点移

動（リロケーション）との関連をみると、「認定」

「未認定」に関わらず当該施設になじんだ者ほど

「移りたくない」と思う傾向がみられる。 

 

６．「特定施設入所者生活介護」の認知状況 

(1)「未認定施設」入所者の認知状況（図15(1)） 

  「未認定」入所者の「特定施設入所者生活介護」

という名称の認知状況をみると、知っている者は

３～４割で、残りの６～７割はこの名称を知らず、

高齢者にとって非常に認知度が低いことがわかる。 

(2)「認定施設」であることの認知状況（図15(2)） 

  「認定」入所者に対し、現入所施設が「特定施

設入所者生活介護」の認定施設であることを知っ

ているかを問うたところ、自分が入所しているに

も関わらず、認定施設であることを知っている者

は６割にすぎず、非常に認知が低い状況にある。

しかし、この認定施設としての認知状況の低さは

“言葉”としての認知状況の低さとも考えられな

くもなく、必ずしも当該施設が“介護付き”であ

ることを入所者が知らないということに直結する

とは言い切れない。 

(3)「特定施設入所者生活介護」の内容の認知状

　　況（図15(3)） 

　「認定」「未認定」両施設入所者の「特定施設

入所者生活介護」の内容の認知状況を５施設全体

でみると、４割弱が知っていると答えている。 

　これを「認定」「未認定」別にみると、当然の

ことともいえるが「認定」入所者の方が「特定施

設入所者生活介護」の内容をよく知っており、約

半数が知っていると答えている。なお、両施設共 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通にいえることは、「特定施設入所者生活介護」

の名称を知っている人はその内容も知っている傾

向が強い。 
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(2)介護保険認定状況別意識

図13 自立した生活が困難になった時への意識
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(2)介護保険認定状況別意識

図14 リロケーションに対する意識



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．「特定施設入所者生活介護」の認定に対する 

　　意識（図16） 

  ここでは「未認定」入所者に対し、現入所施設

が「特定施設入所者生活介護」の認定を仮に受け

たとした場合の永住意識についてみる。その結果

をみると、「絶対住み続けたい」が３５％、「で

きれば住み続けたい」が５５％となっており、両

者合わせて９割の入所者が当該施設で住み続けた

いと願っていることがわかる。前記「５．(2)」

で述べたように、入所者は生活拠点移動（リロケー

ション）を嫌う傾向があるが、施設が認定を受け

ることにより更にこの傾向が強まることがわかる。 

 

８．今後の施設選択における「特定施設入所者生

　　活介護」の位置づけ（図17） 

  「認定」入所者に対し、今後ケアハウスを選択

することになった場合、施設が「特定施設入所者

生活介護」の認定を受けていることが決め手にな

るか否かを問うたところ、７割以上の者が「決め

手になる」と答えており、今後の施設選択要因の

大きな要素になっていることが明らかとなった。

ちなみに、「特定施設入所者生活介護」の内容を

よく知っている者でみると、ほぼ全員が「決め手

になる」と答えており、施設選択要因として重要 

視していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．まとめ 

　以上をまとめると次のようになる。 

(1)ケアハウス入所者の属性 

①入所者は後期高齢者が大半を占め、特に「認定」

　で高齢化が顕著である。 

②一人暮らしだった者の入所が多く、特に「認定」

　で顕著である。 

③自市町村外からの入所が多く、生活拠点移動の

　問題を内包している。 

④「認定」入所者のほとんどは、入所時において

　何らかの介護保険の認定を受けている。 

(2)ケアハウスの認知・施設選択傾向 

①名称や内容は家族からの情報が多いが、「認定」

　入所者では家族とともに在宅介護支援センター

　職員やホームヘルパーからも多くなっている。 

②入所施設選択時の相談相手は上記①と同様の傾

　向にある。 

③入所にあたっての施設見学状況では全く施設を

　見ないまま決めた者が3割もおり、特に「認定」

　で顕著である。 

④施設選択理由は「未認定」では地縁血縁的要素

　を、「認定」ではそれに加え施設設備・職員的

　要素を重視している。 

⑤現施設に住み続けたいと願う者が圧倒的に多く、

　特に「認定」でより顕著である。 
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⑥特定施設入所者生活介護の認定の有無は、今後

　のケアハウス選択において重視している。 

　以上のように、自立可能な高齢者の入所施設で

あるケアハウスではあるが、入所者の高齢化と

ADLの低下はかなり進行している。特に「認定」

で顕著であり、特別養護老人ホームの定員不足及

び高齢者にとって問題の多いリロケーション等を

考慮すれば、今後既設、新設を問わず「特定施設

入所者生活介護」の認定を考えていかざるを得な

い状況にあるといえる。 

 

注１）軽費老人ホームにはA型、B型とケアハ 

　ウスの三種があり、A型は食事付きで、B型は

　自炊型で、両者とも所得面や家庭環境を重視し

　た施設である。ケアハウスは食事や風呂等の基

　本的サービスや生活相談等を付して、全室個室

　とし、自宅と同様にできる限り自立した生活を

　送ることを可能にした施設である。 

注２）有料老人ホーム、軽費老人ホーム等に入所

　している要介護者等に対し行う、介護サービス

　計画に基づく入浴、排泄、食事等の介護、その

　他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の

　世話をいう。認定にあたっては施設設備やスタ

　ッフの基準があり、認定を受ければ特別養護老

　人ホーム同等の介護サービスを当該施設スタッ

　フにより行うことができる。 

注３）本調査時点での介護保険認定レベルは以下

　の６段階になっている。ADL等の軽いレベル

　から「要支援」「要介護１」「要介護２」「要

　介護３」「要介護４」「要介護５」となってい

　る。なお、平成１８年度より「要支援」につい

　ては「要支援１」と「要支援２」の２段階に分

　けられ、介護保険認定レベルは７段階になっ

　た。 
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